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  条   例   

条 例 第  ７８  号   

令和 ３ 年１１月２９日   

 

 熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 熊本市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

  第３０条第２項中「１００分の１２７．５」を「、６月に支給する場合において

は１００分の１２７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１２．５」

に、「１００分の１０７．５」を「６月に支給する場合においては１００分の    

１０７．５、１２月に支給する場合においては１００分の９２．５」に改め、同条

第３項中「１００分の１２７．５」を「６月に支給する場合においては１００分の

１２７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１２．５」に、「１００

分の７２．５」を「６月に支給する場合においては１００分の７２．５、１２月に

支給する場合においては１００分の６２．５」に、「１００分の１０７．５」を「６

月に支給する場合においては１００分の１０７．５、１２月に支給する場合におい

ては１００分の９２．５」に、「１００分の６２．５」を「６月に支給する場合にお

いては１００分の６２．５、１２月に支給する場合においては１００分の５２．５」

に改める。 

第２条 熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第３０条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１２７．５、   

１２月に支給する場合においては１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」

に、「６月に支給する場合においては１００分の１０７．５、１２月に支給する場合

においては１００分の９２．５」を「１００分の１００」に改め、同条第３項中    

「６月に支給する場合においては１００分の１２７．５、１２月に支給する場合に
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おいては１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に、「６月に支給する場合

においては１００分の７２．５、１２月に支給する場合においては１００分の   

６２．５」を「１００分の６７．５」に、「６月に支給する場合においては１００分

の１０７．５、１２月に支給する場合においては１００分の９２．５」を「１００

分の１００」に、「６月に支給する場合においては１００分の６２．５、１２月に支

給する場合においては１００分の５２．５」を「１００分の５７．５」に改める。 

 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は令和３年１２月１日から、第２条の規定は令和４年４月

１日から施行する。 
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条 例 第  ７９  号   

令和 ３ 年１１月２９日   

 

 熊本市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 熊本市長等の給与に関する条例（昭和３１年条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第４条第２項第１号中「１００分の１６７．５」を「６月に支給する場合は    

１００分の１６７．５、１２月に支給する場合は１００分の１５７．５」に改める。 

第２条 熊本市長等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項第１号中「６月に支給する場合は１００分の１６７．５、１２月に

支給する場合は１００分の１５７．５」を「１００分の１６２．５」に改める。 

 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は令和３年１２月１日から、第２条の規定は令和４年４月

１日から施行する。 
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条 例 第  ８０  号   

令和 ３ 年１１月２９日   

 

 熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 熊本市企業管理者の給与に関する条例（昭和４１年条例第４８号）の一部を

次のように改正する。 

  第６条第３項第１号中「１００分の１６７．５」を「６月に支給する場合は    

１００分の１６７．５、１２月に支給する場合は１００分の１５７．５」に改める。 

第２条 熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第３項第１号中「６月に支給する場合は１００分の１６７．５、１２月に

支給する場合は１００分の１５７．５」を「１００分の１６２．５」に改める。 

 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は令和３年１２月１日から、第２条の規定は令和４年４月

１日から施行する。 
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条 例 第  ８１  号   

令和 ３ 年１１月２９日   

 

 熊本市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 熊本市教育長の給与等に関する条例（平成１０年条例第１７号）の一部を次

のように改正する。 

  第６条第３項第１号中「１００分の１６７．５」を「６月に支給する場合は    

１００分の１６７．５、１２月に支給する場合は１００分の１５７．５」に改める。 

第２条 熊本市教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第３項第１号中「６月に支給する場合は１００分の１６７．５、１２月に

支給する場合は１００分の１５７．５」を「１００分の１６２．５」に改める。 

 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は令和３年１２月１日から、第２条の規定は令和４年４月

１日から施行する。 
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条 例 第  ８２  号   

令和 ３ 年１１月２９日   

 

 熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

  第９条第２項及び第１１条第２項中「１００分の１２７．５」を「６月に支給す

る場合においては１００分の１２７．５、１２月に支給する場合においては１００

分の１１２．５」に、「１００分の１６７．５」を「６月に支給する場合においては

１００分の１６７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１５７．５」

に改める。 

第２条 熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  第９条第２項及び第１１条第２項中「６月に支給する場合においては１００分の

１２７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１２．５」を「１００

分の１２０」に、「６月に支給する場合においては１００分の１６７．５、１２月に

支給する場合においては１００分の１５７．５」を「１００分の１６２．５」に改

める。 

 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は令和３年１２月１日から、第２条の規定は令和４年４月

１日から施行する。 
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条 例 第  ８３  号   

令和 ３ 年１１月２９日   

 

 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１８号）の

一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中「１００分の１２７．５」を「、６月に支給する場合においては

１００分の１２７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１２．５」

に改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を「６月に支給する場合において

は１００分の１２７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１２．５」

に、「１００分の７２．５」を「６月に支給する場合においては１００分の７２．５、

１２月に支給する場合においては１００分の６２．５」に改める。 

第２条 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１２７．５、    

１２月に支給する場合においては１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」

に改め、同条第３項中「６月に支給する場合においては１００分の１２７．５、   

１２月に支給する場合においては１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」

に、「６月に支給する場合においては１００分の７２．５、１２月に支給する場合に

おいては１００分の６２．５」を「１００分の６７．５」に改める。 

 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は令和３年１２月１日から、第２条の規定は令和４年４月

１日から施行する。 
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  規   則   

規 則 第  ８２  号   

令和 ３ 年１１月１６日   

 

 熊本市勤労青少年ホーム条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市勤労青少年ホーム条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市勤労青少年ホーム条例施行規則（昭和４６年規則第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第４条第１項中「（様式第１号）」を削り、同条第２項中「様式第１号。」を削る。 

 第５条第１項中「（様式第２号）」を削り、同条第３項中「（様式第３号）」を削る。 

 第６条第１項中「（様式第４号）」及び「（様式第５号）」を削り、同条第３項中「熊

本市勤労青少年ホーム使用変更許可書兼領収書（様式第６号）」を「、熊本市勤労青少

年ホーム使用変更許可書兼領収書」に改め、同条第４項中「（様式第７号）」を削る。 

 第８条第１項中「（様式第８号）」を削る。 

 第１０条中「（様式第９号）」を削る。 

 第１４条第４項を削る。 

 第１５条を第１７条とし、第１４条の次に次の２条を加える。 

 （書面審議） 

第１５条 委員長は、緊急の必要があり委員会の会議を招集する時間的余裕がない場

合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送

付し審議することをもって委員会の会議に代えることができる。 

２ 前条第３項の規定は、前項の場合について準用する。 

 （書類の様式等） 

第１６条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式は、市

長が別に定めるところによる。 
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２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲

載その他の方法により公表するものとする。 

 様式第１号から様式第９号までを削る。 

 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市勤労青少年ホー

ム条例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使

用することができる。 
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規 則 第  ８３  号   

令和 ３ 年１１月１７日   

 

 熊本市契約事務取扱規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市契約事務取扱規則の一部を改正する規則 

 

熊本市契約事務取扱規則（昭和３９年規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１６条の２第２項に次の１号を加える。 

 (6) ソフトウェアの使用許諾 

 第１６条の３第２号中「及び」を「並びに」に改め、「限る。）」の次に「及びソ

フトウェアの使用許諾」を加える。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ８４  号   

令和 ３ 年１１月２２日   

 

 熊本市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市老人福祉法施行細則（平成６年規則第６１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項中「（様式第１号）」及び「（様式第２号）」を削り、同条第２項第１号

中「（様式第３号）」を削り、同項第２号中「（様式第４号）」を削り、同項第３号中「（様

式第５号）」を削り、同項第４号中「（様式第６号）」を削り、同項第５号中「（様式第

７号）」を削り、同項第６号中「（様式第８号）」を削る。 

 第３条中「（様式第９号）によらなければ」を「を提出することにより行わなければ」

に改める。 

 第４条中「（様式第１０号）によらなければ」を「を提出することにより行わなけれ

ば」に改める。 

 第５条中「（様式第１１号）によらなければ」を「を提出することにより行わなけれ

ば」に改める。 

 第６条中「（様式第１２号）によらなければ」を「を提出することにより行わなけれ

ば」に改める。 

 第７条中「（様式第１３号）によらなければ」を「を提出することにより行わなけれ

ば」に改める。 

 第８条中「（様式第１４号）によらなければ」を「を提出することにより行わなけれ

ば」に改める。 

 第９条を次のように改める。 

第９条 削除 

 第１０条中「（様式第１６号）」を削り、「福祉事務所長」を「市長」に改める。 
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 第１１条中「（様式第１７号）によらなければ」を「を提出することにより行わなけ

れば」に改める。 

 第１２条第１項中「（様式第１８号）によらなければ」を「を提出することにより行

わなければ」に改め、同条第２項中「（様式第１９号）によらなければ」を「を提出す

ることにより行わなければ」に改める。 

 第１３条中「（様式第２０号）」を削る。 

 第１４条中「（様式第２１号）」、「（様式第２２号）」及び「（様式第２３号）」を削る。 

 第１５条第１項中「（様式第２４号又は様式第２４号の２）」を削り、同条第２項中

「（様式第２５号又は様式第２５号の２）」を削り、同条第３項中「（様式第２６号又は

様式第２６号の２）」を削る。 

 第１６条第１項中「（様式第２７号）によらなければ」を「を提出することにより行

わなければ」に改め、同条第２項中「（様式第２８号）」及び「（様式第２９号）」を削

る。 

 第１７条第１項中「（様式第３０号）」及び「（様式第３１号）」を削り、同条第２項

中「（様式第３２号）」及び「（様式第３２号の２）」を削り、同条第３項中「（様式第  ２

６号の２）」及び「（様式第３４号）」を削る。 

 第１８条第１項中「（様式第３５号）」を削り、同条第２項中「（様式第３６号）」を

削る。 

 第２０条第１項中「（様式第３７号）」及び「（様式第３７号の２）」を削り、「福祉事

務所長」を「市長」に改め、同条第２項を削る。 

 第２４条第３項中「（様式第４０号）」を削り、同条第４項中「（様式第４０号の２）」

を削る。 

 第２５条第２項中「（様式第４１号）」を削り、同条第３項中「（様式第４２号）」及

び「（様式第４３号）」を削る。 

 第２６条第１項中「（様式第４４号）」を削り、同条第２項中「（様式第４５号）」を

削る。 

 第２７条第１項中「（様式第４６号）」を「を提出すること」に改め、同条第２項中

「（様式第４７号）」を「を提出すること」に改め、同条第３項中「（様式第４８号）」

を「を提出すること」に改める。 

 第２８条を第２９条とし、第２７条の次に次の１条を加える。 
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 （書類の様式等） 

第２８条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式並びに

省令第３条の申請書の様式は、市長が別に定めるところによる。 

２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲

載その他の方法により公表するものとする。 

 様式第１号から様式第４８号までを削る。 

 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市老人福祉法施行

細則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用すること

ができる。 
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規 則 第  ８５  号   

令和 ３ 年１２月 ９ 日   

 

 熊本市火入れに関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市火入れに関する規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市火入れに関する規則（昭和６０年規則第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第１１条第３項第３号及び第１３条中「異常乾燥注意報」を「乾燥注意報」に改め

る。 

 様式第１号中「印」を削る。 

 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市火入れに関する

規則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用すること

ができる。 
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  公   告   

公告第７６７号   

令和 3 年 12 月 3 日   

 

 熊本都市計画事業植木中央土地区画整理事業において、下記の者に対す

る土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定

による換地処分通知は、送付すべき場所を確知することができないので、

同法第１３３条第２項が準用する同法７７条第５項の規定により当該通知

書の送付に代えてその内容を次のとおり公告する。 

 

熊本都市計画事業植木中央土地区画整理事業   

施行者 熊本市                

代表者 熊本市長 大西 一史          

 

記 

 

１ 換地処分通知の送付を受けるべき者 

氏名 住所 

柳田 泰英 
東京都足立区鹿浜 6丁目 16番 12号 

 一本木荘 8 号 

 

２ 通知の内容 

土地区画整理法第１０３条第１項の規定により、熊本都市計画事業植

木中央土地区画整理事業の換地計画において定められた別紙明細書及び

換地図のとおり換地処分します。 

 

(教示)  

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３月以内に、熊本県知事に対して審査請求をするこ

とができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起
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算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を

経過すると審査請求することができなくなります。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６月以内に、熊本市を被告（熊本市長が被告の代表者となり

ます。）として処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっ

ても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。 

３ ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の

取消しの訴えを提起することができます。なお、当該審査請求に対す

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であって

も、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります。 

 

 


